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◇計画の期間　令和5年度（2023）～令和14年度（2032）

宍粟市スポーツ推進計画の施策体系は以下のとおりとする。

議 題 宍粟市スポーツ推進計画の決定について

決 定 事 項

基本施策

総合戦略で
の位置付け

総合計画で
の位置付け

基本目標

基本方針

２．安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち

⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり

【25】スポーツ活動の推進

課 題

　宍粟市が抱える課題（人口減少、少子高齢化）に加え、「人生100年時代」の到
来を迎えようとしている中で、宍粟市における“スポーツ”の定義を明確にしなが
ら、市民の誰もが触れ楽しむことのできる施策を盛り込んだ計画とする必要があ
る。

【まちの魅力】選ばれるまちづくり

現 状

産業部長

農業委員会事務局長 建設部長 一宮市民局長 波賀市民局長 千種市民局長

市長公室長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長

　令和３年度において、国においては第３期スポーツ基本計画が策定され、兵庫県
においても第２期となるスポーツ推進計画が策定され、「躍動する兵庫」の実現を
めざすための施策を推進することとなっている。宍粟市においても、第２期宍粟市
社会教育振興計画から切り離した、スポーツ分野における個別計画「宍粟市スポー
ツ推進計画」の策定に向け、令和３年度～令和４年度にかけ市民委員会を設置し、
検討を進めている。
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教育部長


